
令和５年度からの現体制
中 核 機 関

青 梅 市

委 託
受任調整の必要な
市 ⻑ 申 ⽴

報 告

権利擁護センタおうめ（⻘梅市社会福祉協議会）
・制度およびセンターの広報、講演会・セミナーの企画実施等
・成年後見に関する相談および苦情についての助言等
・成年後見人等の支援等制度利用促進
・地域ネットワークの活用等

支 援 検 討 会 議 お う め

※青梅市社会福祉協議会設置

・法人後見受任の適否、受任調整に関すること
・後見人等候補者推薦についての調整
・市⺠後見人の養成および認定ならびに不正防⽌等
に関すること

青梅市成年後見制度利用促進審議会

※青梅市設置

・成年後見制度の利用の促進に関すること。
・法第14条第１項に規定する成年後見制度の利用の
促進に関する施策についての基本的な計画の策定
に関すること。

・成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施
状況についての点検、評価または助言に関する
こと。

諮 問 答 申 受任調整等 報 告


